
別添３

番号 質問 回答

1
伝承者の養成はど
のように進めるの
か。

研修期間は約２年間で、被爆の実相や話法技術等の講
義、伝授ミーティングと並行して講話原稿の作成、修学
旅行生等への講話を想定した講話実習などを行い、研修
修了後は、広島平和記念資料館や学校などで講話をして
いただくことになります。

2
現在活動中の伝承
者の人数と年齢層
を教えてほしい。

令和８年4月1日現在、264名の被爆体験伝承者にご活動
いただいています。
平均年齢は64.9歳であり、22歳から88歳の方まで、幅
広い年代の方にご活動いただいています。

3

伝承者として活動
することになれ
ば、活動頻度はど
の程度か。謝礼は
出るのか。

伝承者の方には、大きく分けると、①平和記念資料館の
来館者向けにお話しいただく「定時講話」、②広島市内
の学校等に出向きお話しいただく「市内派遣」、③広島
市外の学校等に出向きお話いただく「市外派遣」の3つの
区分でご活動いただいています。

令和7年度の講話回数は、①定時講話が1,243回、②市
内派遣が571回、③市外派遣が678回であり、合計で年
間2,492回となっています。
伝承者ごとに実際の活動頻度は異なりますが、伝承者1人
当たりの講話回数は、年間平均で約10.4回となっていま
す。

伝承講話1回につき、交通費を含む額として、4,100円
（資料館内の会場など平和記念公園内で行っていただい
た場合は2,100円。）の謝礼をお支払いしています。

4
被爆体験伝承者は
誰の被爆体験を伝
承するのか。

広島平和記念資料館の被爆体験証言者のうち、被爆体験
伝承者養成事業に協力していただく方の被爆体験を伝承
していただきます。令和８年度は6名の方に協力していた
だく予定です。

7月の講義で、それぞれの証言者の講話を聞いていただい
た上で、どの証言者の被爆体験を伝承されたいかの希望
をお伺いします。証言者が承諾されれば、伝承いただく
ことが可能ですが、証言者の体調面などを考慮して、証
言者グループごとに定員を設定させていただく場合があ
ります。ご希望の証言者の被爆体験を伝承いただくこと
ができない場合もありますので、ご了承ください。
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5
複数人の証言者の
伝承者となること
は可能か。

複数人の証言者の伝承者としてご活動いただくことも可
能ですが、伝授ミーティングへの参加や講話原稿の作成
などを同時に行う場合、研修受講の負担が非常に大きい
ため、まずはお一人の証言者からの伝授を受けられるこ
とをお勧めします。

6
伝授ミーティング
はいつ実施するの
か。

９月中旬～下旬頃に実施する予定の初回の伝授ミーティ
ングでは、本市職員から研修の進め方等についての説明
を行うため、平日に実施します。
２回目以降の伝授ミーティングについては、開催頻度や
曜日・時間帯等について、証言者や研修生の皆さんの話
し合いにより決めていただきます（土日や祝日の実施も
可能です。）。

7
原稿を作成する上
で気を付けること
は何か。

講話時間は60分（講話45分＋質疑応答15分）で、広島
市内の地理や原子爆弾、歴史などに関してあまり詳しく
ない小学６年生でも理解できるように作成していただき
ます。文字数としては、話し方によって個人差がありま
すが、45分で9,000字～10,000字程度です。

8

講話の内容の正確
性については、ど
のように担保する
のか。

証言者から聞き取った内容を踏まえて講話原稿を作成し
ていただき、被爆体験等については証言者が、被爆の実
相については本市職員が確認し、正確性を担保すること
としています。
なお、講話実習についても本市職員による確認に加え、
証言者に確認していただくこととしています。

9
原稿が完成した
後、講話実習は何
回程度行うのか。

講話実習は原則３回実施することとし、３回目の講話実
習において、伝承者として活動いただけるかどうかを判
断します。
３回目の講話実習の際には本市職員から、聴講者を想定
した被爆の実相や証言者の体験に関する質問を行います
が、その回答内容も踏まえて、最終的な合否を判断する
こととしてします。

10
３回目の講話実習
で不合格となるこ
とはあるのか。

聴講者に気を配ることなく、原稿をただ読んでいる、質
問に全く回答できないなど、伝承者として委嘱すること
が難しいと判断される場合は、再度講話実習を受けてい
ただくこともあります。
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11
英語で講話を行い
たいが、可能か。

海外からの訪問者に対応するため、英語などの外国語が
堪能な方に、伝承講話を外国語で行っていただくこと
は、大変ありがたいことと考えています。外国語による
伝承講話を行う場合は、まず日本語での研修を修了して
いただき、その後、ご自身で講話原稿を翻訳していただ
きます。その内容の確認については、本市職員がサポー
トします。

12

研修中に証言者の
方が何らかの理由
で事業に協力でき
なくなった場合は
どのように対応す
るのか。

証言者が何らかの理由により研修協力が困難となった場
合、研修生が証言者との間において、対話を行った上で
作成した講話原稿を、当課が被爆者証言ビデオ等の資料
等によって、証言者から「直接伝承を受けた」ものであ
ると認めることができる場合には、研修を継続できるこ
ととしています。

13
県外居住者でも研
修を受けられるの
か。

県外に居住されている方でも、研修に概ね参加可能で、
かつ、概ね５年以上伝承講話を行うことが可能である方
であれば、研修を受けていただくことができます。な
お、研修に参加いただくための交通費については自己負
担であることをご了承ください。
（項番14もご参照ください。）

14
研修にオンライン
で参加することは
できるか。

7月に開催する講義については、講義の様子を撮影した動
画を、後日オンラインで視聴いただくことが可能です。
ご都合により当日ご出席いただけない方の学習や、受講
済みの方の復習にぜひご活用ください。
10月の「話法技術の習得」は、分かりやすく伝えるため
のポイントを実践形式で学習いただく講義となってお
り、対面でご参加いただきます。

毎月の伝授ミーティングでは、証言者の被爆体験や思い
を単に言葉として理解するだけでなく、その言葉が生ま
れた背景や意味合いまで含めて十分に理解いただいた上
で、伝承講話を行っていただきたいと考えています。
対面で実施することで、証言者の話の間や表情、沈黙、
場の空気などから、証言者が何を大切にしてきたのかを
より深く感じ取ることができますが、こうした点はオン
ラインでは十分に伝わりにくいため、原則対面で参加い
ただくこととしています。

また、原稿完成後の講話実習（計3回）は、実際の講話を
想定して行いますが、講話者である研修生の表情・視
線・姿勢・間の取り方など、言葉以外の情報について
も、本市職員や他の研修生が確認させていただくことと
しており、対面により実施しています。


